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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は　

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）　

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

問合せ場　　所日　　　　時内　　　　容

消費者センター
（�４２５－４０４０）

 毎週月曜日～金曜日
 午前１０時～正午
 午後１時～４時

消費生活相談

消費者センター
（�４２５－４１４１）

田無庁舎２階ロビー
６月２日
午後１時３０分～４時住宅増改築相談

保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（�４６４－１３１１内線２２１２）

田無庁舎２階展示コーナー
５月１７日、６月２１日
午後１時３０分～２時３０分動 物 相 談

保谷庁舎１階ロビー

子ども家庭支援センター
（�４５１－０６００）
相談専用電話
（�４５１－０８０８）

コール田無３階子ども
家庭支援センター相談室

毎週火曜日～土曜日
午前９時～午後４時

子ども家庭相談
（電話・面接）

保谷庁舎１階生活福祉課（�４６４－１３１１
内線２３５１）※事前連絡をしてください

毎週火曜日～金曜日
午前８時３０分～午後５時母 子 相 談

教育相談課
（�４６４－１３１１内線２６４１）

電話相談
（�４２５－４９７２）

保谷庁舎４階
毎週月曜日～金曜日
午前９時～午後５時教 育 相 談

田無庁舎５階（予約のみ）

悩みなんでも相談
（�４５０－０２２２）
カウンセリング
（�４５０－０２２２）

からだの相談予約電話
（�４５０－００５５）

生活文化課男女平等推
進係（�４５０－００５５）

市民会館２階相談室
月・火曜日は午後１時～
２時は休み。金・土曜日は
正午～午後１時は休み。
※いずれも予約優先。受
付時間は相談終了時間の
３０分前までです。外出が
難しい方には、電話での
カウンセリングにも応じ
ます。

月・火・金曜日午前１０時～午
後４時
木曜日午後３時～8時

悩みなんでも
相 談
（電話・面接）

女

性

相

談

毎週水曜日午後３時～８時、
土曜日午前１０時～午後４時

カウンセリング
（ 面 接 ）

６月１４日　午後２時～４時からだの相談
（ 面 接 ）

（�４３８－１１００）
５月１６日内科・２３日整形外科
・３０日内科　
午後１時３０分～２時３０分

電話医療相談
（西東京市医師会）

（�４６６－２０３３）５月１９日・２６日
午後０時３０分～１時３０分

電 話 歯 科 相 談
（西東京市歯科医師会）

場所日　　　　時内　　　　容
（田）
（保）

毎週月曜日～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

（田）
５月２４日、６月１日・２日・８日　
午前９時～正午
※６月１日は人権・身の上相談を兼ねる法 律 相 談

専

門

相

談

（

予

約

制

）

（保）５月３１日、６月６日・７日・１３日
午後１時３０分～４時３０分

（田）★６月１日　午前９時～正午人権・身の上
相 談 （保）★５月２５日　午前９時～正午

（田）　５月２６日　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

（保）　６月２日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　６月１日　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

（保）　６月８日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　６月８日　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

（保）★５月１８日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　６月８日　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

（保）★５月１８日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　６月１４日　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

（保）★５月２４日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　６月１２日　午後１時３０分～４時３０分年金・労災・雇用保
険・人事一般相談

（田）★５月１９日　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

（保）　６月１日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　６月７日　午後１時３０分～４時３０分相続・遺産・成年
後見等手続き相談

■専門相談の予約開始…５月１７日（水）(★印は５月２日から受付中)
　相談を希望する庁舎の市民相談室に直接または電話で申し込んでください。
※なお予約開始日には窓口および電話が込み合い、電話がつながりにくくなる
ことがありますが、ご了承ください。
■予約・問合せ　�４64－1311
　　　（田）…田無庁舎２階市民相談室（内線1432）
　　　（保）…保谷庁舎１階市民相談室（内線2115）
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「
春
の
行
政
相
談
強
調
週
間
」

は
、
行
政
相
談
制
度
に
つ
い
て
、

広
報
お
よ
び
関
係
行
事
を
積
極
的

に
実
施
し
、
広
く
皆
さ
ん
に
制
度

へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
も

の
で
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
役
所

な
ど
の
仕
事
に
つ
い
て
、「
説
明
に

納
得
で
き
な
い
」、「
処
理
が
間
違

っ
て
い
る
」
な
ど
、
苦
情
や
意
見

・
要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の

よ
う
な
と
き
は
、
行
政
と
住
民
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
「
行
政
相
談
委
員
」
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
市
で
の
定
例
相
談
（
予
約
制
） ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

◎
田
無
庁
舎
…
毎
月
第
３
金
曜
日
午
後
１
時　

分
〜
４
時　

分　

３０

３０

◎
保
谷
庁
舎
…
毎
月
第
１
木
曜
日
午
後
１
時　

分
〜
４
時　

分

３０

３０

▽
相
談
内
容　

年
金
・
保
険
、
道
路
・
河
川
、
郵
便
、
登
記
、
福
祉

な
ど
行
政
全
般

■
行
政
相
談
委
員 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

◎ 
松  
下  
美  
惠 
子
   

さ
ん
（�
４
６
２
・
５
６
５
７
）

ま
つ 
し
た 

み 

え 

こ

◎ 
高  
橋  
朝 
恵
   

さ
ん
（�
４
６
３
・
６
５
０
５
）　

た
か 
は
し 
と
も 

え

◎ 
菅  
野 
亨
   

さ
ん
（�
４
６
５
・
４
６
５
１
）

か
ん 

の 

と
お
る

◎ 
渡 
部
   

と
く
代

わ
た 
な
べ

   

さ
ん
（�
４
２
２
・
１
５
６
３
）

よ

■
特
設
合
同
相
談
セ
ン
タ
ー
を
開
設 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

▽
と
き　

５
月　

日
（
水
）
午
前　

時
〜
午
後
３
時

２４

１０

▽
と
こ
ろ　

田
無
庁
舎

▽
相
談
内
容　

国
税
、
年
金
・
保
険
、
社
会
福
祉
、
登
記
、
遺
言
・

相
続
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
等
に
関
す
る
こ
と
な
ど

▽
参
加
機
関　

東
京
国
税
局
、
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
、
司
法
書

士
、
行
政
書
士
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
、
行
政
相
談
委
員
、
東
京
行

政
評
価
事
務
所
（
予
定
）

▽
問
合
せ　

東
京
行
政
評
価
事
務
所
（�
　

・
５
３
３
１
・
１
７
５

０３

２
）

※
な
お
、
相
談
は
次
の
と
こ
ろ
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◎
「
行
政
苦
情　

番
」（
総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所
）
…�
０
５

１１０

７
０
・
０
９
０
１
１
０�
　

・
５
３
３
１
・
１
７
６
１

０３

◎
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.soum

u.g

o.jp/

◎
東
京
総
合
行
政
相
談
所
（
西
武
百
貨
店
池
袋
店
７
階
、
休
業
日
を

除
く
毎
日
受
付
）
…�
　

・
３
９
８
７
・
０
２
２
９

０３

◆
生
活
文
化
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４１２
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Ｑ　

中
学
生
の
子
ど
も
が
、
携

帯
で
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
に
つ
な

が
っ
て
し
ま
い
、
登
録
料
を
請

求
さ
れ
て
い
る
。
登
録
し
た
つ

も
り
は
な
い
と
言
う
が
、
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
。

Ａ　

中
学
生
の
子
ど
も
が
「
ア

イ
ド
ル
の
着
メ
ロ
が
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
」
と
友

人
か
ら
教
え
ら
れ
た
サ
イ

ト
に
入
っ
た
ら
登
録
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
ア
ダ
ル
ト
サ

イ
ト
は
利
用
し
て
お
ら

ず
、
登
録
に
同
意
を
し
て

い
な
い
の
で
契
約
は
成
立

し
て
い
ま
せ
ん
。
請
求
さ

れ
て
も
、
登
録
料
を
支
払

う
必
要
も
解
約
通
知
を
す

る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
事
例
の
よ
う
に
、

一
見
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
と
分
か

ら
な
い
よ
う
な
サ
イ
ト
を
設

け
、誘
い
込
む
例
が
あ
り
ま
す
。

無
料
の
ゲ
ー
ム
や
占
い
、
ア
ニ

メ
な
ど
興
味
を
引
き
そ
う
な
サ

イ
ト
を
装
い
、
サ
イ
ト
に
入
っ

た
だ
け
で
、
登
録
完
了
と
し
て

登
録
料
な
ど
を
請
求
し
ま
す
。

　

驚
い
て
サ
イ
ト
内
を
探
す

と
、
利
用
規
約
な
ど
が
あ
り
、

一
旦
登
録
し
た
ら
払
わ
な
い
と

調
べ
て
取
り
に
行
き
、
調
査
料

も
請
求
す
る
、
払
わ
な
い
と
裁

判
に
な
る
な
ど
と
、
脅
す
よ
う

な
言
葉
が
並
ん
で
い
ま
す
。
し

か
し
、
請
求
の
前
提
と
な
る
契

約
が
成
立
し
て
い
な
い

の
で
す
か
ら
、
支
払
う

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
こ
の
事
例
の
よ

う
に
、
未
成
年
者
が
親

の
同
意
な
し
に
し
た
契

約
は
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
契
約
が

成
立
し
て
い
な
い
の

で
、
契
約
取
消
し
を
通

知
す
る
必
要
も
あ
り
ま

せ
ん
。
契
約
し
て
い
な

い
こ
と
を
告
げ
る
つ
も

り
で
事
業
者
に
連
絡
す

る
と
、
さ
ら
に
個
人
情
報
を
聞

き
出
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
消
費
生
活
相
談
室

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
消
費
者
セ
ン
タ
ー
消
費
生
活

相
談
室
（�
４
２
５
･
４
０
４

０
）
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人
権
侵
害
、
家
庭
内
の
も
め
ご
と
、
近
所

付
き
合
い
で
の
悩
み
ご
と
な
ど
に
、
人
権
擁

護
委
員
が
、
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相

談
者
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
予
約
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▽
と
き　

６
月
１
日
（
木
）
午
後
１
時
〜
４
時

▽
と
こ
ろ　

田
無
庁
舎
２
階
ロ
ビ
ー

※
当
日
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
、
田
無
庁
舎
市
民
相
談
室
に
お
い

て
定
例
の
「
人
権
・
身
の
上
相
談
」（
予
約
制
）
を
行
い
ま
す
。
下
表

の
無
料
市
民
相
談
の
欄
を
ご
確
認
の
う
え
、
市
民
相
談
室
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

◆
生
活
文
化
課
（
�田
 
�
内
線　

）
1412

６
月
１
日
人
権
擁
護
委
員
の
日
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